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「最適・最善・最新の医療」を提供し、「県民とともに歩む県立病院」づくりを目指します。 

第４次県立病院中期経営目標の概要 
 
Ⅰ 策定の趣旨 

県立病院の経営は、平成 28 年度から令和２年度までの５年間を目標期間とする第３次中期

経営目標に基づいて行ってきましたが、人口減少、少子高齢化の進展による医療需要の変化

のほか、国の医療費抑制や消費税率の引上げ、働き方改革の推進、さらには新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大による影響など、医療を取り巻く環境は大きく変化しています。 

このため、３つの県立病院の現状を分析し、それぞれの病院が抱える課題を整理した上で、

令和３年度からの５年間を目標期間とする新たな中期経営目標（第４次中期経営目標）を策

定するものです。 
 

Ⅱ 目標の位置づけ 

「中期経営目標」は、病院開設者である知事と病院経営の責任者である病院事業管理者と

の合意目標（約束）であり、全病院に共通する「経営理念」、「基本目標」及び「経営方針」を

明らかにするものです。 

また、中期経営目標と関連する「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」は、「３ すべての人に

健康と福祉を」「４ 質の高い教育をみんなに」「８ 働きがいも経済成長も」「11 住み続けら

れるまちづくりを」「17 パートナーシップで目標を達成しよう」の５つです。 
 

Ⅲ 目標期間 

令和３年度から７年度までの５年間 
 
Ⅳ 第４次中期経営目標 

１ 経営理念 

 

 

２ 基本目標 

 

 
 
 
３ 県立病院の役割（目指すべき病院像） 

（１）中央病院 

県の基幹病院として、高度急性期医療に特化した機能を十分に活用し、三次救急医療

や災害時医療、へき地医療など民間で対応困難な政策医療をはじめ、がん・心疾患・脳血

管疾患医療等の高度医療・先進的医療に重点的に取り組み、他の医療機関との役割分担

と機能連携の強化の下、全国トップレベルの医療を提供する「県民医療最後の砦」として

の役割を担います。 

（２）丸亀病院 

精神科救急・急性期医療に重点的に取り組むとともに、思春期精神医療、ストレスケア

医療の提供や精神疾患を有する結核患者等の合併症患者の受入れ、医療観察法に基づく

指定通院医療機関の指定を継続するなど、「県の精神医療の基幹病院」としての役割を担

います。 

（３）白鳥病院 

専門性の高い循環器医療や高度医療の提供を行うほか、地域の医療ニーズを踏まえ、

二次救急医療や小児医療、へき地医療などに取り組みます。また、地域包括ケアシステム

の構築に積極的に参画し、「特色のある地域の中核病院」としての役割を担います。 

〇県民医療の充実を図るため、より質の高い医療の提供と患者サービスの向上を目指します。 

〇県立病院の持続的・安定的な運営を行うため、病院事業会計全体で単年度資金収支の黒字化

を目指します。 
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４ 経営方針 
 
 

― ① 医療機能の充実 
・各病院における医療機能の充実 

― ② 地域連携の充実 
・地域連携の充実・強化 
・地域医療支援病院としての取組 

― ③ 医療の安全と質の向上 
・医療事故防止の取組 
・院内感染防止対策の充実 
・チーム医療の取組 
・患者の視点に立った医療の推進 
・臨床評価指標の活用 
・クリニカルパスの推進 
・病院機能評価の受審 
・治験・研究の取組 

― ④ 患者サービスの向上 
・患者満足度調査の実施 
・接遇研修の実施 
・待ち時間の短縮 
・相談窓口の充実 
・広報活動の充実 

― ⑤ 地域医療への貢献 
・へき地医療への取組 
・医療人材の派遣 
・地域包括ケア病床の充実 
・地域との交流 

 
 

― ① 医師の確保・育成 
・関連大学との連携強化等の取組 
・臨床研修への取組 
・治験・臨床研究への取組 
・スキルアップ支援の充実 
・研究・研修の充実 

― ② 医療スタッフの確保・育成 
・実習の受入れ 
・県立保健医療大学との連携強化 
・採用活動の強化 
・キャリアアップ支援の充実 

― ③ 事務職員の育成 
・経営感覚を有する職員の育成 
・県立病院課と各病院事務局間、各病院
間の連携強化 

― ④ 勤務環境等の改善・充実 
・勤務環境の改善 
・離職率の低下 
・職員満足度調査の実施 
・ワークライフバランスの推進 
・効率的かつ効果的な会議・研修等の実施 

  

（１）良質な医療サービスの提供 

（２）医療人材の確保・育成 
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― ① 感染症対策の強化 
・感染症対策の強化 

― ② 大規模災害への対応力の強化 
・基幹災害拠点病院機能の強化 
・災害拠点精神科病院機能の整備 
・医薬品等の備蓄 
・災害時の安定的な業務継続 
・ＤＭＡＴの強化 
・ＤＰＡＴの強化 

 
 

― ① 経営力の強化 
・経営会議の開催 
・経営評価委員会の開催 
・ＤＰＣ分析による戦略的な経営分析 
・職員提案の促進 
・病院事業管理者との意見交換 

― ② 運営体制の強化 
・効果的･効率的な業務運営体制の確保 

― ③ 収益の確保 
・新規入院患者の受入強化 
・診療報酬制度への戦略的な取組 
・診療報酬請求漏れの防止 
・ＤＰＣ水準の向上 
・一般会計繰入金の確保 
・補助金・交付金・基金等の活用 
・未収金の発生防止と回収促進 
・高度医療機器の計画的な整備・有効活用 
・資産の有効活用 

― ④ 費用の適正化 
・人件費の抑制 
・薬品費の節減 
・診療材料費の節減 
・経費の節減 
・医療機器の計画的な整備 
・省エネルギー対策の推進 

― ⑤ 資金収支の改善 
・資金収支の改善 

 
  

（３）感染症・災害等への対応力の強化 

（４）安定的な病院経営の確立 



4 

Ⅴ 評価と見直し 

１ 外部評価の実施 

中期経営目標の進捗状況等については、毎年度、外部の有識者で構成する「香川県立病

院経営評価委員会」において、幅広い視点から検証を受け、その意見・提言を病院経営に生

かしてきたところであり、今後も、同委員会による外部評価を実施します。 
なお、外部評価の結果や中期経営目標の進捗状況等については、病院局ホームページに

おいて公表します。 
 
２ 外部環境に対応した目標の見直し 

中期経営目標は、県立病院を取り巻く環境の変化に的確に対応していくため、新公立病

院改革ガイドラインや地域医療構想、保健医療計画のほか、外部評価の結果等を踏まえ、

適宜、見直しを行います。 
 
Ⅵ 目標一覧 

目  標 指      標 
令和元年度 

実   績 

令和７年度 

目   標 

【 参 考 】 

令和２年度 

実績(見込み)

良質な医療

サービスの

提供 

患者満足度調査による満足度 
入院 91％ 

外来 90％ 

入院90％以上 

外来90％以上 
（調査未実施） 

認定看護師数 25 人 37 人 25 人 

救急車搬入患者数 
中央病院 3,727 人 3,540 人 3,171 人 

白鳥病院 640 人 700 人 562 人 

医療人材の

確保・育成 
医師充足率 98.2％ 100％ 100％ 

新卒看護師の離職率 13.6％ 9.3％ 25.5％ 

感染症・災害

等への対応力

の強化 

感染症に対応する体制の確保 （新設） 確保 確保 

ＤＭＡＴ数 中央病院 ７チーム ６チーム ６チーム 

ＤＰＡＴ数 丸亀病院 （新設） ４チーム ４チーム 

業 務 継 続 計 画 

（ＢＣＰ）に沿った 

研修・訓練の実施数 

中央病院 

（新設） 年１回以上 年１回 丸亀病院 

白鳥病院 

安定的な病院

経営の確立 稼動病床利用率 

中央病院 80.6％ 80.0％ 69.3％ 

丸亀病院 61.1％ 70.5％ 58.5％ 

白鳥病院 61.9％ 75.5％ 56.6％ 

患者紹介率 

中央病院 76.2％ 80.0％ 88.6％ 

丸亀病院 17.4％ 20.0％ 17.4％ 

白鳥病院 29.1％ 35.0％ 45.4％ 

患者逆紹介率 

中央病院 83.5％ 84.0％ 99.3％ 

丸亀病院 25.2％ 26.0％ 26.0％ 

白鳥病院 25.6％ 30.5％ 25.2％ 

後発医薬品割合 

（数量ベース） 

中央病院 88.7％ 88.0％ 91.3％ 

丸亀病院 38.9％ 80.0％ 61.7％ 

白鳥病院 78.3％ 85.0％ 84.8％ 

人件費比率 

（退職給付費を除く） 
49.9％ 55.2％ 59.8％ 

単年度資金収支 △515 百万円 黒字化 2,168 百万円 

 


